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１．業務概要 

１.１ 件名 

 

令和 8年度 幌延深地層研究計画 排水管路移設設計業務 

１.２ 対象範囲の 

所在地 

北海道天塩郡幌延町字北進 432-2 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

幌延深地層研究センター 保安・建設課 

 

１.３ 業務の目的 

 

 

 

 

 

 

 

本業務は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子

力機構」と記す）幌延深地層研究センターにおいて、幌延深地層研究セ

ンター内から天塩川に敷設されている排水管路（約 8330ｍ）のうち

SP+1500～SP+2507.95 区間（L=1010ｍ）の排水管路を移設するため、

測量及び移設設計(既設排水管路の撤去設計含む)を行うものである。 

１.４ 概要 

 

 

（1）測量業務 

（2）排水管路移設設計（既設排水管路撤去設計を含む） 

 

１.５ 業務期間 契約日（令和 8年 7月 1日予定）から令和 9年 1月 29 日（213 日間）

まで 

 

１.６ 業務項目 1．排水管路移設に関する実施設計 

（1）測量一般業務 

   ・作業計画       １ 式 

   ・現地踏査       １ 式 

   ・基準点測量      １ 式 

   ・現地測量（平面測量） 0.03 km2 

   ・路線測量       1.01 km 

      （中心線測量・仮 BM 設置測量・縦断測量・横断測量） 

 

（2）土木設計業務 

   ・排水管路移設設計   １ 式 

   ・既設排水管路撤去設計 １ 式 

 

2.上記（1）～（2）に係る成果物及び設計図面等の作成 

3.上記（1）～（2）に係る工事費算出、工事仕様書及び発注図面作成 

 

１.７ 業務区分 

 

 

・測量等調査業務 

・実施設計業務（排水管路移設設計及び既設排水管路撤去設計） 

 

１.８ 成果図書 

提出期限 

令和 9年 1月 29 日まで 

 

 

 

 

 



- 2 - 

２．業務仕様 

２.１ 業務方針 （1）業務目的を理解し、関係法令に応じた適切な構造とする。 

（2）経済性（工事費、維持管理費の低減）を考慮する。 

（3）施工時（労災、既存設備･埋設管の破損等）及び供用時（耐震、耐

火における安全性については、十分に検討し設計に反映する。 

（4）建設地の自然環境を考慮するとともに周辺環境との調和を図る。  

（5）環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を考慮する。  

（6）信頼性、安全性はもとより、性能、保守・保全性について十分検討

する。  

２.２ 適用基準等 業務は、仕様書に定める設計与条件による他、関係法令、下記の適

用基準に基づき、監督職員と十分な協議のもとに実施する。 

なお、適用基準等の図書の適用順位については、監督職員との協議

により決定し、業務計画書に記載する。また、図書は原則として、設

計開始時における最新版を用いるものとする。  

１）法規制関連  

（1）労働基準法 

（2）労働安全衛生法 

（3）消防法  

（4）環境基本法 

（5）大気汚染防止法 

（6）水質汚濁防止法 

（7）公害対策基本法 

（8）騒音規制法 

（9）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入

法) 

（10）エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

（11）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法） 

（12）北海道条例 

（13）幌延町条例 

（14）土壌汚染対策法 

（15）森林法 

（16）その他関連法令、規格、指針、基準等 

２）規格、指針、基準（設計） 

（1）土木学会等設計基準 

（2）日本産業規格（JIS） 

（3）日本水道協会規格（JWWA） 

（4）道路土工要網 

（5）道路土工－各指針（切土工・斜面安定工、盛土工、仮設構造物工） 

（6）水道施設設計指針 

（7）日本原子力研究開発機構 基準等 

（8）その他規格、指針、基準等 

３）工事・積算基準関連 

（1）測量調査業務共通仕様書（国土交通省 北海道開発局） 

（2）国土交通省公共測量作業規程 

（3）日本原子力研究開発機構 規程類 
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２.３ 打合せ協議 業務を適正かつ円滑に実施するため、原則として下記の時期におい

て、打合せ協議を実施する。なお、打合せの内容については、受注者が

議事録を作成し、その内容について相互に確認する。 

【設計業務】 

（1）契約締結後 

（2）基本設計完了時（12月上旬：工事図面・仕様書・内訳書の報告） 

（3）成果物納入時 

（4）その他、必要に応じて行う。 

 

２.４ 業務計画書 （1）契約締結後速やかに、監督職員と協議のうえ、下記の記載内容を含

む業務計画書を提出する。 

① 業務工程表 

② 業務実施計画書 

③ 測量作業計画書 

④ 管理技術者（業務経歴を含む） 

⑤ 業務実施体制表（連絡体制を含む） 

⑥ 協力業者承諾書（協力業者がある場合は、協力者の概要、 

担当業務の内容及び技術者を記載） 

（2）業務計画書の記載事項を変更する場合は、理由を明確にした上で、

変更計画書を提出する。 

 

２.５ 管理技術者 当該業務の管理技術者は、技術士 総合技術監理部門（建設）もしく

は技術士 建設部門を取得し、北海道（道北地区）寒冷地における公

道埋設管路の詳細設計（設計延長 1.0km 以上）経験を有する者でなけ

ればならない。 

 

２.６ 照査技術者 当該業務の照査技術者は、技術士 総合技術監理部門（建設）、もし

くは技術士 建設部門の何れかを取得した者でなければならない。 

 

２.７ 担当技術者 設計、測量の担当技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有する者

でなければならない。 

 

２.８ 機密保持 受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理する。

また、原子力機構の許可なく、本業務遂行以外の目的で、受注者及び協

力業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 

 

２.９ 成果物 （1）本業務における提出図書および成果物は、下表によるものとする。 

（2）成果物には、特定の製品名、製造所名等を記載してはならない。 

やむを得ない場合は｢同等品｣又は｢相当品｣と記載するものとする。 

（3）調査関係者は、原子力機構の了解を得ずに調査内容を第三者に開示

してはならない。 

（4）提出図書の版権は、原子力機構が保有する。 
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表２－１ 提出図書一覧表 

 

表２－２ 提出成果図書一覧表  

成果図書は下表を原則とし、詳細については監督職員と協議のうえ決定するものとする。 

1）共通図書 

 

2）調査図面等（測量調査） 

図  書  名 要否 規格 
提出部数 

備 考 
電子ﾃﾞｰﾀ 紙出力 

(1)詳細平面図 ○ A1 1 2  

(2)縦断図 ○ A1 1 2 50ｍ間隔 

(3)横断図 ○ A1 1 2 50ｍ間隔 

(4)基準点網図 ○ A1 1 2  

(5)測量計算簿 ○ A4 1 2 測量成果概要版を含む 

(6) その他 ○ ※ ※ ※ 監督職員の指示による 

（注意事項）  

1. 電子データは、国土交通省「電子納品運用ガイドライン案」に基づき提出するものとす

るが、詳細については監督職員と協議によるものとする。 

図  書  名 部 数 摘   要 

(1)契約書 必要部数  契約後速やかに 

(2)着手届 1 契約後14日以内 

(3)業務計画書（測量作業計画書を含む） 1 同上 

(4)委任又は下請負等の承認について 1 その都度（協力業者がある場合） 

(6)請求書 1 検収時 

(7)納品書 1 同上 

(8)完了届 1 同上 

(9)設計報告書（測量成果簿を含む） 
1 検収時（パイプ式ファイル） 

1 同上（CD-ROM） 

(10)議事録 1 その都度 

(11)その他 必要部数 監督職員の指示による 

図  書  名 要否 規格 
提出部数 

備 考 
電子ﾃﾞｰﾀ 紙出力 

(1)工事仕様書  ○ A4 1 2  

(2)工事計画書（工事工程表含む） ○ A4 1 2  

(3)数量計算書 ○ A4 1 2  

(4)単価内訳書  ○ A4 1 2  

(5)工事内訳書（金入・金抜） ○ A4 1 2  

(6)特定品目見積書 ○ A4 1 2  

(7)適用法規検討書 ○ A4 1 2  

(8)設計報告書  ○ A4 1 2 報告書概要版を含む  

(9)その他  ○ ※ ※ ※ 監督職員の指示による 
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3）設計図面等（土木） 

図  書  名 要否 寸法 
提出部数 

備 考 
電子ﾃﾞｰﾀ 紙出力 

(1)配置図 ○ A1 1 2  

(2)全体平面図 ○ A1 1 2  

(3)縦断図 ○ A1 1 2 50ｍ間隔 

(4)横断図 ○ A1 1 2 50ｍ間隔 

(5)構造一般図 ○ A1 1 2  

(6)構造詳細図 ○ A1 1 2  

(7)付帯工一般図 ○ A1 1 2  

(8)付帯工詳細図 ○ A1 1 2  

(9)各種設計計算書 ○ A4 1 2 各部材検討含む 

(10)仮設計画図 ○ A1 1 2  

(11)適用法規検討図 ○ A1 1 2  

(12)その他 ○ ※ ※ ※ 監督職員の指示による 

 

 

２.１０ 納品検査  

 

（1）検収は原則として、管理技術者の立会いのうえ、表２－１提出図書

一覧表、表２－２提出成果図書一覧表に示す測量調査・設計成果物

及び業務管理状況の確認をもって検収とする。 

（2）検査の結果、修補の必要が認められる場合は、協議のうえ、別途期

限を定め実施するものとする。 

 

２.１１ 計画概要 本業務に係わる基本要求仕様及び性能は、下記によるものとする。詳

細については、監督職員との協議による。  

本設計業務に係わる基本要求仕様及び性能は、下記によるものとす

る。詳細については、監督職員との協議による。  

（1）測量一般業務 

   ・作業計画       １ 式 

   ・現地踏査       １ 式 

   ・基準点測量      １ 式 

   ・現地測量（平面測量） 0.03 km2 

   ・路線測量       1.01 km 

      （中心線測量・仮 BM 設置測量・縦断測量・横断測量） 

 

（2）土木設計業務 

   ・排水管路移設設計   １ 式 

   ・既設排水管路撤去設計 １ 式 

 

２.１２ 貸与資料  業務に関係する下記の図書は貸与する。厳重な管理のもと、取り扱い

に注意し、成果物の納品時に併せて返却する。なお、核物質防護上の取

扱注意文書については、原子力機構の同意なく、図書の全部又は一部を

複写及び第三者に開示することを禁止する。 

 ・排水管路実施設計業務報告書 

 ・その他排水管路に関する資料 
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３．成果物の作成要領 

土木設計業務おける図書等の成果物は、原則として、以下の要領により作成するものとする。   

３.１ 工事仕様書 

 

 

工事仕様書は、原子力機構が定める「工事標準仕様書」による。詳細

については監督職員との協議によるものとする。 

３.２ 設計図 

 

（1）設計図は設計与条件及び適用基準等に基づき、正確かつ明瞭に

作成し、現況と改修後の状態が対比できるようにする。 

（2）図面サイズは、原則 A1版とし、図面の構成、製図基準(文字、尺

度、表示記号、略号、記入事項等)は、各種基準に準ずる。 

 

３.３ 設計計算書 

 

 

 

（1）設計計算書の用紙はA4又はA3（2つ折）とする。 

（2）数量計算書は、各種基準に準ずるものとし、設計過程における

計算式と積算箇所は、積算根拠図等により関連を明確にする。 

３.４ 適用法規 

   検討書 

 

 

 

 

 

 

 

（1）適用法規検討書  

工事に適用される法規のうち、本設計業務に係る事項について抽

出し、それらの対応方針・方法を示した検討書を作成するものとす

る。また、関係官庁等と協議を実施した場合は、打合せ議事録を作

成するものとする。  

（2）法規制要求事項チェックリスト（申請事項一覧表）  

本工事に適用される全ての法令、条例及び設計協議での行政指導

を含めた諸官庁申請一覧表を作成するものとする。 

３.５ 工事計画 

   工程表 

 

 

 

（1）工事計画工程表は、本設計内容を適切に反映して作成するもの

とする。  

（2）仮設工事等で損料の算定にあたっての使用期間の想定は、前項

(1)によるものとする。  

 

３.６ 設計レビュー  

 

（1）設計のレビューは、予め計画した設計の段階において適切に実

施するものとする。  

（2）設計の段階は、設計工程表、品質保証計画書等に記載し、変更

があれば改訂管理を行うものとする。 

 

３.７ 設計の検証 

   照査 

（1）設計の検証は、本仕様書、設計過程で原子力機構が提示する資

料、現場調査、設計会議、官庁協議、原子力機構からの指示事項

等からの要求事項の全てに対して行うものとする。  

（2）設計検証は、インプットとアウトプットを対比できる様式を用

いて、設計の進捗の都度記録し、重要な事項は原子力機構に適時

報告するものとする。 
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４．測量調査  

４.１ 目的 

 

本調査は、実施設計に先立ち既設状況の確認及び測量調査業務を行う

ことを目的とする。 

  

４.２ 測量調査 

 

詳細設計に必要となる基礎資料として、測量調査業務を実施する。な

お、本測量は道路上での作業となるため、事前に所轄警察署へ道路使用

許可申請を行い、許可を受けたうえで作業を実施する。 

   ・基準点測量      １ 式 

   ・現地測量（平面測量） 0.03 km2 

   ・路線測量       1.01 km 

      （中心線測量・仮 BM 設置測量・縦断測量・横断測量） 
 

 

５．特記事項  

５.１ 設計の範囲 

 

 

排水管路の移設及び既設排水管路の撤去に係る土木設計業務であり、

設計範囲の詳細は「2.9 成果物」を参照とする。なお、設計において疑

義が生じた場合には監督職員との協議による。 

 

５.２ 概算工事費 工事費の算出について、取りまとめ方等は監督職員との協議による。 

５.３ 現地踏査 現地踏査は、工事の際に支障となる設備機器、既設埋設物、配線、配

管、構造物等の有無、及び実施設計に必要となる寸法計測と目視確認を

行い、工事の成立性の確認を行う。 

 

５.４ 排水管路 

移設設計 

（1）移設方法の検討 

現地調査結果を踏まえ、目標性能の確保に必要となる移設計画を

策定する。原則として市場性の高い材料を選定するものとし、特殊

工法や特殊材料を用いる場合は、監督職員の確認を受ける。 

 

（2）接続部の比較検討  

既設排水管路と移設管路を接続する箇所については、接続箇所を

複数案検討し、最適案を選定して設計する。 

 

（3）既設排水管路の撤去方法の検討  

既設排水管路撤去は、過去の施工方法を確認し、適正な施工方法を

選定するとともに周辺の構造物等に配慮し計画を実施する。 

 

（4）工事計画工程表  

本設計業務範囲に関して、工事の工事計画書を作成する。なお、

計画書には以下の内容を含めるものとする。  

・工事計画工程表（クリティカルパス等）  

・工事計画図（新設工事計画図、撤去計画図等含む）  

 

（5）関係機関における協議資料作成  

・道路使用許可、道路占用等に関する協議資料を作成する。 

・上水道管近接工事に必要となる協議資料を作成する。 
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注意事項

1.設計起終点は想定であり、竣工図を基に精査が必要である。

2.道路横断工は開削工事と非開削工事の比較検討を実施する。

3.既設上水道管に近接するため、埋設位置の精査が必要。

業務位置図（1/2）
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注意事項

1.設計起終点は想定であり、竣工図を基に精査が必要である。

2.道路横断工は開削工事と非開削工事の比較検討を実施する。

3.既設上水道管に近接するため、埋設位置の精査が必要。
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